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(57)【要約】
【課題】ベース部材、開閉部材、及びダブルトーション
ばねを連結する作業工程を少なくすることができるクリ
ップ装置の提供。
【解決手段】ベース部材１と開閉部材３が両方の軸受部
１１，１５と支軸１７を介して連結され、ベース部材１
と開閉部材３との間に設けられたダブルトーションばね
２により挟持部２１が離間して付勢するクリップ装置に
おいて、ベース部材１は、ダブルトーションばね２を軸
受部１１間で圧縮保持する一対の軸受部１１と、ダブル
トーションばね２の巻回部２ｂの軸芯方向に直交する方
向のうちベース部材１に平行する方向に対してダブルト
ーションばね２を位置決めする位置決め片１２と、軸受
部１１と位置決め片１２との間に穿設され、ダブルトー
ションばね２の先端を挿入する穴１３とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース部材と開閉部材が両方の軸受部と支軸を介して連結され、前記ベース部材と前記
開閉部材との間に設けられた弾性付勢部材により挟持部が離間して付勢するクリップ装置
において、
　前記弾性付勢部材はダブルトーションばねから成り、
　前記ベース部材は、前記ダブルトーションばねを前記軸受部間で圧縮保持する一対の前
記軸受部と、前記ダブルトーションばねの巻回部の軸芯方向に直交する方向のうち前記ベ
ース部材に平行する方向に対して前記ダブルトーションばねを位置決めする位置決め片と
、前記一対の軸受部の内側に穿設され、前記ダブルトーションばねの先端を挿入する穴と
を有することを特徴とするクリップ装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のクリップ装置において、
　前記ベース部材は、前記開閉部材が取り付けられる筐体から成ることを特徴とするクリ
ップ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ベース部材と開閉部材が両方の軸受部と支軸を介して連結され、ベース部材
と開閉部材との間に設けられた弾性付勢部材により挟持部が離間して付勢するクリップ装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種のクリップ装置の従来技術として、上挟持体と下挟持体の間にダブルトーション
形のコイルばねを軸支し、上挟持体と下挟持体を重ね合わせると共に、コイルばねの中央
折返し部を上摘部、下摘部の一方に当接させ、コイルばねの両巻端を上摘部、下摘部の他
方に当接させた髪止めクリップが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この髪止めクリップに備えられるダブルトーション形のコイルばね、すなわちダブルト
ーションばねは、両端に形成され、下挟持体、すなわちベース部材に当接する固定部と、
この固定部の一端に形成された巻回部と、これらの各巻回部を連結し、上挟持体、すなわ
ち開閉部材に当接する中央折返し部、すなわち当接部とを有している。そして、髪止めク
リップは、ベース部材の軸受部の貫通孔、開閉部材の軸受部の貫通孔、及びダブルトーシ
ョンばねの巻回部の軸芯に支軸を挿通させることにより、ベース部材、開閉部材、及びダ
ブルトーションばねが一体型となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－３４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示された従来技術の髪止めクリップ装置の組立作業では、まずベース部
材と開閉部材との間にダブルトーションばねを配置し、ダブルトーションばねの当接部を
開閉部材に当接させると共に、ダブルトーションばねの各固定部の先端をベース部材に当
接させる。そして、ベース部材の軸受部の貫通孔、開閉部材の軸受部の貫通孔、及びダブ
ルトーションばねの各巻回部の軸芯が軸芯方向に重なるようにするために、ベース部材及
び開閉部材を圧縮する。このとき、片手でベース部材と開閉部材をダブルトーションばね
の抗力に対抗して圧縮しつつ、もう一方の片手で支軸をベース部材の取付片の貫通孔、開
閉部材の取付片の貫通孔、及びダブルトーションばねの各巻回部の回転軸に挿通させる困
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難な作業を伴う。もしくは、専用の治具が必要となる。
【０００６】
　このように、片手によってベース部材と開閉部材を介してダブルトーションばねを押え
付けた状態で作業を行うので、ダブルトーションばねはベース部材と開閉部材との間でず
れ落ち易い不安定な状態で保持される。そのため、ダブルトーションばねへの力の伝達が
ベース部材の幅方向において均等に上手く伝わらないことがある。この場合、ダブルトー
ションばねの各巻回部が位置ずれして各巻回部の軸芯が軸芯方向に重ならないので、支軸
をダブルトーションばねの各巻回部の軸芯に挿通させることが困難となる。その結果、ベ
ース部材、開閉部材、及びダブルトーションばねを連結する作業が煩雑となっている。
【０００７】
　本発明は、このような従来技術の実情からなされたもので、その目的は、ベース部材、
開閉部材、及びダブルトーションばねを連結する作業工程を少なくすることができるクリ
ップ装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、本発明のクリップ装置は、ベース部材と開閉部材が両方
の軸受部と支軸を介して連結され、前記ベース部材と前記開閉部材との間に設けられた弾
性付勢部材により挟持部が離間して付勢するクリップ装置において、前記弾性付勢部材は
ダブルトーションばねから成り、前記ベース部材は、前記ダブルトーションばねを前記軸
受部間で圧縮保持する一対の前記軸受部と、前記ダブルトーションばねの巻回部の軸芯方
向に直交する方向のうち前記ベース部材に平行する方向に対して前記ダブルトーションば
ねを位置決めする位置決め片と、前記一対の軸受部の内側に穿設され、前記ダブルトーシ
ョンばねの先端を挿入する穴とを有することを特徴としている。
【０００９】
　また、本発明に係るクリップ装置は、前記発明において、前記ベース部材は、前記開閉
部材が取り付けられる筐体から成ることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明のクリップ装置は、一工程でダブルトーションばねをベース部材の所定位置に保
持させることが可能なので、作業工程を大幅に減らすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係るクリップ装置の第１実施形態の構成を示す斜視図である。
【図２】図１に示す本発明の第１実施形態を正面から見た図である。
【図３】図１に示す本発明の第１実施形態を側面から見た図である。
【図４】本発明に係るクリップ装置の第２実施形態の構成を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明に係るクリップ装置を実施するための形態を図に基づいて説明する。
【００１３】
［第１実施形態］
　本発明に係るクリップ装置の第１実施形態は、例えば電子機器等の筐体に装着させるも
のであり、図１～図３に示すように図示しない筐体に取り付けられるベース部材１と、一
端が支軸１７を介して連結される開閉部材３と、ベース部材１と開閉部材３との間に配置
され、支軸１７に介装される弾性付勢部材とを備えている。この弾性付勢部材は、ダブル
トーションばね２から成り、ダブルトーションばね２は、両端に形成された固定部２ａと
、固定部２ａの一端に形成された巻回部２ｂと、これらの各巻回部２ｂを連結し、開閉部
材３に当接する当接部２ｃとを有している。
【００１４】
　ベース部材１は、ダブルトーションばね２を軸受部１１間で圧縮保持する一対の第１の
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軸受部１１と、ダブルトーションばね２の巻回部２ｂの軸芯方向に直交する方向のうちベ
ース部材１に平行する方向に対してダブルトーションばね２を位置決めする位置決め片１
２と、一対の第１の軸受部１１の内側、例えば第１の軸受部１１と位置決め片１２との間
に穿設され、ダブルトーションばね２の固定部２ａの先端を挿入する穴１３とを有してい
る。また、一対の第１の軸受部１１の間の間隔は、ダブルトーションばね２の巻回部２ｂ
の軸芯方向に沿う幅の大きさよりも少し小さく設定されている。
【００１５】
　位置決め片１２は、ダブルトーションばね２の巻回部２ｂの形状に沿って半円弧状に形
成され、巻回部２ｂを嵌合する嵌合部１２ａを有している。開閉部材３は、一対の第１の
軸受部１１の外側にそれぞれ配置され、一対の第１の軸受部１１にそれぞれ対向する一対
の第２の軸受部１５と、ダブルトーションばね２の当接部２ｃを支持する支持片２０とを
含んでいる。そして、ベース部材１の第１の軸受部１１はダブルトーションばね２の巻回
部２ｂの軸芯方向に沿う貫通孔１１ａを有し、開閉部材３の第２の軸受部１５は巻回部２
ｂの軸芯方向に沿う貫通孔１５ａを有している。すなわち、これらの貫通孔１１ａ，１５
ａの位置は、巻回部２ｂを位置決め片１２の嵌合部１２ａに嵌合させたときに巻回部２ｂ
の軸芯と貫通孔１１ａ，１５ａの軸芯が重なるように設定されている。なお、開閉部材３
は、両端のうちベース部材１に対して開閉する側の一端がコ字型に形成され、ベース部材
１と開閉部材３との間に配置された物を挟持する挟持部２１を有している。
【００１６】
　そして、本発明の第１実施形態は、第１、第２の軸受部１１，１５の貫通孔１１ａ，１
５ａ及びダブルトーションばね２の巻回部２ｂの軸芯に挿入する支軸１７と、この支軸１
７を各貫通孔１１ａ，１５ａ及び巻回部２ｂの軸芯に挿入した状態で貫通孔１５ａに蓋を
するキャップ１８とを有している。支軸１７は、筒状に形成され、軸芯方向に沿って割れ
目が形成されて空芯の軸となっており、この空芯は当該軸の穴径にフィットした軸部品取
り付け用の治具棒を通すために用いられる。
【００１７】
　次に、本発明に係るクリップ装置の第１実施形態の動作を説明する。
【００１８】
　本発明の第１実施形態では、ベース部材１、ダブルトーションばね２、及び開閉部材３
を連結部材によって連結する場合、ベース部材１に備えられた第１の軸受部１１間にダブ
ルトーションばね２を配置すると、一対の第１の軸受部１１の間隔はダブルトーションば
ね２の巻回部２ｂの軸芯方向に沿う幅の大きさよりも少し小さく設定されているので、ダ
ブルトーションばね２が第１の軸受部１１によって圧縮され、ベース部材１の幅方向に対
して動かないように保持される。
【００１９】
　このとき、ベース部材１の位置決め片１２に形成された半円弧状の嵌合部１２ａにダブ
ルトーションばね２の各巻回部２ｂを嵌合させると、位置決め片１２によってダブルトー
ションばね２が巻回部２ｂの軸芯方向に直交する方向のうちベース部材１に平行する方向
に対して位置決めされる。これにより、ダブルトーションばね２の各巻回部２ｂは、軸芯
が重なった状態で保持される。さらに、第１の軸受部１１の貫通孔１１ａの位置は、ダブ
ルトーションばね２の各巻回部２ｂを位置決め片１２の嵌合部１２ａに嵌合させたときに
各巻回部２ｂの軸芯と貫通孔１１ａの軸芯が重なるように設定されているので、各巻回部
２ｂが位置決め片１２に保持されると同時に、各巻回部２ｂの軸芯及び貫通孔１１ａの軸
芯が重なる。
【００２０】
　また、ダブルトーションばね２の各固定部２ａの先端を第１の軸受部１１と位置決め片
１２との間に穿設された穴１３に挿入することにより、第１の軸受部１１の貫通孔１１ａ
、開閉部材３の第２の軸受部１５の貫通孔１５ａ、及びダブルトーションばね２の各巻回
部２ｂの軸芯に支軸１７を挿通させる作業中に各巻回部２ｂが位置決め片１２の嵌合部１
２ａから外れないように固定される。この状態で、開閉部材３の支持片２０をダブルトー
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ションばね２の当接部２に当接してダブルトーションばね２を圧縮し、第１、第２の軸受
部１１，１５の貫通孔１１ａ，１５ａ及び各巻回部２ｂの軸芯に支軸１７を挿通させる。
そして、図２、図３に示すように、キャップ１８によって貫通孔１５ａに蓋をする。
【００２１】
　このように構成した本発明の第１実施形態は、ベース部材１、ダブルトーションばね２
、及び開閉部材３を連結する作業において、ベース部材１の第１の軸受部１１間にダブル
トーションばね２を圧縮保持させると共に、ベース部材１の位置決め片１２の嵌合部１２
ａにダブルトーションばね２の各巻回部２ｂを嵌合させる簡単な作業を行うだけで各巻回
部２ｂの軸芯及び第１の軸受部１１の貫通孔１１ａの軸芯が重なるようにダブルトーショ
ンばね２を配置することができる。
【００２２】
　そして、第２の軸受部１５の貫通孔１５ａの軸芯を巻回部２ｂの軸芯と合わせるために
、開閉部材３の支持片２０がダブルトーションばね２の当接部２ｃを支持した状態で開閉
部材３によってダブルトーションばね２をベース部材１に押え付けても、ダブルトーショ
ンばね２は、第１の軸受部１１、位置決め片１２の嵌合部１２ａ、及び穴１３に保持され
て安定した状態を保つので、各巻回部２ｂが位置ずれすることなく第１、第２の軸受部１
１，１５の貫通孔１１ａ，１５ａ及び各巻回部２ｂの軸芯に支軸１７を容易に挿通させる
ことができる。このように、ベース部材１、ダブルトーションばね２、及び開閉部材３を
連結する作業の工程を少なくすることができ、組立作業を容易に行うことができる。
【００２３】
　また、本発明の第１実施形態は、支軸１７は、筒状に形成されており、弾性を有するよ
うに軸芯方向に沿って割れ目が形成されているので、第１、第２の軸受部１１，１５の貫
通孔１１ａ，１５ａ及び各巻回部２ｂの軸芯に支軸１７を挿入させると、支軸１７が弾性
によって動かないように固定される。これにより、装置の安定した構造を実現することが
できる。
【００２４】
　また、本発明の第１実施形態は、支軸１７を各貫通孔１１ａ，１５ａ及び巻回部２ｂの
軸芯に挿入した状態で貫通孔１５ａにキャップ１８で蓋をすることにより、装置の意匠性
を良くすることができる。
【００２５】
［第２実施形態］
　図４は本発明に係るクリップ装置の第２実施形態の構成を示す斜視図である。
【００２６】
　本発明の第２実施形態が前述した第１実施形態と異なるのは、第１実施形態では、ベー
ス部材１を電子機器等の図示しない筐体に装着させる場合について説明したが、図４に示
すように第２実施形態では、ベース部材１は、開閉部材３が取り付けられる筐体２２から
成っていることである。そして、この筐体２２は、上面に電波を受信するアンテナ２３を
有している。その他の構成は第１実施形態と同様である。
【００２７】
　このように構成した本発明の第２実施形態は、ベース部材１が、開閉部材３が取り付け
られる筐体２２から成っており、開閉部材３とダブルトーションばね２を筐体２２に直接
取り付けるだけで良いので、ベース部材１を筐体２２に取り付ける作業工程を行わなくて
済み、装置の組立工数を減らすことができる。これにより、組立作業の効率を向上させる
ことができる。
【００２８】
　なお、本発明の第１、第２実施形態は、第１、第２の軸受部１１，１５の貫通孔１１ａ
，１５ａ及びダブルトーションばね２の巻回部２ｂの軸芯に挿入する支軸１７と、この支
軸１７を各貫通孔１１ａ，１５ａ及び巻回部２ｂの軸芯に挿入した状態で貫通孔１５ａに
蓋をするキャップ１８とを有している場合について説明したが、支軸１７及びキャップ１
８の代わりに、例えばボルト及びナットを有してもよい。
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【符号の説明】
【００２９】
　１　ベース部材
　２　ダブルトーションばね
　２ａ　固定部
　２ｂ　巻回部
　２ｃ　当接部
　３　開閉部材
　１１　第１の軸受部
　１１ａ　貫通孔
　１２　位置決め片
　１２ａ　嵌合部
　１３　穴
　１５　第２の軸受部
　１５ａ　貫通孔
　１７　支軸
　１８　キャップ
　２０　支持片
　２１　挟持部
　２２　筐体
　２３　アンテナ

【図１】 【図２】

【図３】
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